
 

徳島ＳＤＧｓパートナー事業所等交流会開催等業務 仕様書 
 

 

１ 委託業務名 

徳島ＳＤＧｓパートナー事業所等交流会開催等業務 

 

２ 委託業務の目的 

ＳＤＧｓの達成に向け、企業等におけるＳＤＧｓを起点とした事業展開を促

進するため「徳島ＳＤＧｓパートナー事業所」や「徳島ＳＤＧｓプラットフォ

ーム会員」等のマッチングを図る「ＳＤＧｓ登録企業等交流会」を開催すると

ともに、県上記制度をはじめとしたＳＤＧｓの積極的な周知広報を行う。 
 

３ 委託期間 

契約締結の日から令和９年３月１９日（金）までとする。 

 

４ 委託業務の内容 

本委託で実施する業務は、次の(1)～(2)とする。 

なお、業務の実施に当たっては、委託者と十分に協議・調整すること。 

 

(1) 徳島ＳＤＧｓパートナー事業所等交流会 

① 内容 

ＳＤＧｓに取り組む事業者等の交流の場を創出することにより、更なるＳ

ＤＧｓの推進と、地域の自律的好循環を生み出すため、参加者主体のワーク

ショップ等、参加者の意欲喚起とマッチング促進に最も効果的な手法を用い

て、徳島ＳＤＧｓパートナー事業所や徳島ＳＤＧｓプラットフォーム会員等

による交流会を開催する。 

 

開 催 日 時 令和８年度 ２時間程度（予定） 

※年度内に１回実施すること（令和９年２月頃を予定） 

※提案内容により、徳島県と協議の上決定 

開 催 場 所 

 

原則として、県内施設等を会場に設定し来場型とすること  

※会場費は受託者が負担 

※徳島県と協議の上決定 

参 加 者 徳島ＳＤＧｓパートナー等県内事業者 

※参加費無料 

 

② 交流会の企画 

・ＳＤＧｓの推進に繋がるような内容を提案し、参加者が具体的な連携を図

ることができるような企画とすること。 

・ＳＤＧｓの推進に資する有識者等の招聘、または参加者主体のワークショ

ップなど、参加者の意欲喚起とマッチング促進に有効なコンテンツを自由



に実施すること。 

・参加者が自社のＳＤＧｓに関連した取組を紹介できるような企画とする

こと。 

・形式は一方的な講演にとらわれず、参加者間の双方向のコミュニケーシン

が生まれる手法とし、参加者同士の事業マッチングが見込めるような企画

とすること。 

・なお、今年度はパートナー制度第 1期更新の節目の年となるため、これま

での取り組みの振り返りや、第 2期（2030年）に向けた SDGsへの意識の

再醸成を図る企画を盛り込むこと。 

 

③ 交流会の運営 

・事業の実施にあたっては、徳島県と事前に十分な協議を行うこと。 

・会場の選定、会場設営、撤去 

・講師等への謝金の支払い、日程調整 

・交流会の進行管理 

・事業実施に必要な資料等の作成・配布及び事業に必要な物品調達に関する

事項 

・その他、事業実施に係る業務 

 

④ 参加者募集に係る事務 

・各回チラシのデザイン及び納品 

・TokushimaCMSを活用し、「SDGs×徳島県」を改修し、広報ページ及び事業

実施ページを追加すること。 

・事業の周知・参加者確保のため、チラシ配布など広報活動を行うこと。 

・SDGsロゴおよびアイコンの使用に関する許諾申請が必要である場合には、

国連本部が策定するガイドラインに従い、承諾を得た上で使用すること。 

 

⑤ 実施した事業内容の検証 

・参加者等を対象としたアンケートやヒアリングの実施による効果測定 

・事業実施上の課題の検証 

・その他検証の実施に係る業務 

 

⑥ 交流会レポート（参加企業概要）の作成 

・参加企業の基本情報、事業内容、および SDGs に関連する「強み」や「課

題」などをまとめた交流会レポートを作成すること。 

・交流会当日の様子（写真含む）や、参加者同士の交流状況、マッチングを

見据えた内容を記載すること。 

・本レポートは、参加企業および県内事業者への事後共有や、SDGs連携資料

として活用できる内容・デザインとすること。 



 

(2) 徳島ＳＤＧｓパートナー制度等に関する広報・啓発業務 

①  業務概要 

・年２回実施する「徳島ＳＤＧｓパートナー」の募集期間に合わせ、各回チ

ラシを作成し、様々な広告媒体を活用して積極的に広報する。 

※登録受付期間は、それぞれ８月～１０月、１２月～翌２月を予定している

ため、前１か月程度から登録受付期間の終期までを募集期間とする。 

・その他、随時募集している「徳島ＳＤＧｓプラットフォーム」の会員増加

につながる広報を行う。   

 

② チラシ納品 

ア 徳島ＳＤＧｓパートナー制度 

・制度広報用チラシ 

イ 共通事項 

・印刷にあたっては、環境に配慮した製品等を使用すること。 

・デザインの確定にあたっては、事前に県と協議すること。 

・広報物その他において、SDGs ロゴおよびアイコンの使用に関する許諾申

請が必要である場合には、国連本部が策定するガイドラインに従い、承諾

を得た上で使用すること。 

 
５ 成果品等についての留意事項 

(1) 受託者は、成果品に使用する全てのものについて、必ず著作権等の了承を 

得て利用すること。 

(2) 本業務実施に伴う成果品及び成果品に使用するため作成した全てのもの
（原稿及び写真、データ等）の著作権（著作権法第 21条から第 28条に定める
権利を含む。）は、委託者に帰属し、本業務終了後においても委託者が自由
に無償で使用できるものとする。なお、受託者は著作者人格権を行使しない
ものとする。 

 
６ 成果品に対する責任の範囲 

(1) 受託者は、本業務終了後においても、成果品に瑕疵が発見された場合には、
速やかに委託者の指示に基づき、成果品の訂正を実施しなければならない。 
なお、これらに要する費用は、受託者の負担とする。 

(2) 成果品が第三者の著作権等を侵害したことにより、当該第三者から制作物
の使用の差し止め又は損害賠償を求められた場合、受託者は発注者に生じた
損害を賠償しなければならない。 

 

７ 業務実施に当たっての留意事項 

(1) 業務実施体制 

受託者は、業務の運営体制を明確にし、業務を適切に実施するために必要
な経験を有するスタッフを配置すること。 

 

(2) 業務計画 

受託者は、業務の開始に当たっては、本業務の実施における具体的な業務
工程表を提出するとともに、適宜、更新状況を提出すること。 



本業務における契約締結後、速やかに着手し、業務工程表に従い完了させる
こと。 

 

(3) 本業務に係る委託者との打合せ 

本業務の趣旨を熟知し、業務実施期間中においては、委託者と緊密に連絡
を取りながら進め、その指示及び監督を受けなければならない。 

 

(4) 再委託について 

業務の一部又は全部を、他の法人等に再委託することは原則禁止する。 

ただし、専門性等から一部を受託者において実施することが困難な場合や、
自ら実施するより高い効果が期待できるときは、委託者と協議し、承認を
得ること。 

 

(5) 秘密の保持 

① 受託者は、業務遂行上知り得た情報を他に漏らしてはならない。 
② 本業務の遂行に当たり収集した情報については、機密保持に努めるとと

もに、施錠の徹底や電子データのパスワード設定など、万全なセキュリ
ティ対策を講じなければならない。 

③ 本業務の遂行に伴い取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止そ
の他保有する個人情報の適正な管理のため、徳島県個人情報保護条例の
規 定により、必要な措置を講じなければならない。 

 
(6) その他 

仕様書に記載されていない事項及び疑義が生じた場合は、速やかに県と協
議して決定すること。 


